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申請書様式に関する補足説明 
 
様式第１号  申請書 

複数の法人等（以下、「グループ」という。）が共同して応募する場合、様式第１号の 
申請者のところは、代表となる法人その他の団体（以下、「法人等」という。）の主たる

事業所の所在地、団体名、代表者職指名等を記入し、押印する。 
 グループで応募する場合は、「グループ名称等」を、様式１の申請者のところの連絡

先の下に記載し、様式第４号②で届出した使用印を押印すること。 
   例）  申請者              
           所在地         ○○市○○町１－１－１ 
           団体名         ㈱○○○○○○ 
           代表者職氏名      ○○○ ○○ 
           連絡先（電話）     00-0000-0000 
              （FAX）     00-0000-0000 
              （E-Mail）    ○○○＠○○○‐○○.jp 

「グループ名称等」 
 
様式第２号関係 事業計画書 
・グループで申請する場合、「団体名」は、グループ名を記入してもよいし、代表の法

人等の名称のみ、また連名でもよい。 
 
様式第３号① 施設の運営・管理に関する収支予算書 
・施設の運営・管理に関する収支予算を記入する。なお、年度毎に作成する場合は、そ

の年度ごとを記載する。ただし、指定申請期間中、同じ収支予算であれば１枚の提出で

可。 
 
様式第３号② 企画提案事業 実施予算書 
・企画提案事業に関して、想定される事業実施予算を記載する。ただし、指定申請期間

中、同じ収支予算であれば１枚の提出で可。 
 
様式第３号③ 文化芸術振興に係る自主事業 実施予算書 
・文化芸術振興に係る自主事業に関して、想定される事業実施予算を記載する。ただし、

指定申請期間中、同じ収支予算であれば１枚の提出で可。 
 
様式第３号④ その他自主事業 実施予算書 
・その他自主事業に関して、想定される事業実施予算を記載する。ただし、指定申請期

間中、同じ収支予算であれば１枚の提出で可。 
 
様式第３号⑤・⑥・⑦ 管理体制計画書・勤務ローテーション計画書及び職員の従事割

合表 
・⑤は、例を参考に、上部には管理体制を、かつ下部には業務内容を記載すること。 
・⑥は、⑤に基づき、標準の例とする月の勤務を記載すること。 
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・⑦は、⑤に基づき、指定管理業務とその他の業務の従事割合を記入してください。な

お、合計が 1.0 になるように按分してください。 
 
様式第４号①  グループ構成員表 

グループが応募する場合のみ、提出が必要。 
「グループ名称等」を記入し、また、グループを構成する全ての法人等の、団体名、所

在地、代表者氏名、電話番号を記載すること。 
なお、構成する法人等が多ければ２枚にわたる。 

 
様式第４号②  グループ委任状 
グループで応募する場合のみ提出が必要。構成する法人等がグループの代表者を代理 

人と定め、様式に記載している委任事項に対し、権限を委任することが分かるものであ

る。 
 例えば、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社３法人がグループとなる場合で、代表者をＡ社と定める場

合、様式第４号②にある四角には、代表であるＡ社が申請等に使用する印を押印するこ

と。 
また、複数社がグループとなる場合であっても、委任状は１枚で提出すること。 
なお、グループが指定管理者に選定・決定した後に、使用印を変更する必要が生じた

場合は、追って手続きが必要。 
 

様式第５号   障害者雇用計画書 
この様式は計画のある団体のみ提出。グループで応募する場合、代表となる法人等が

記載する。 
 
様式第６号   誓約書 

グループで申請する場合は、構成する全ての法人等が提出すること。 
 

様式第７号   法人等の概要 
 グループで応募する場合は、構成する全ての法人等が提出すること。 
 
その他 
 ・提出書類には、自泉会館内外の写真掲載を禁止します。なお、他の施設等の写真を

掲載する場合は、所有者の了解を得ていることがわかる資料を添付すること。 
 ・別紙可としている様式の場合であっても、左上の余白に、必ず「様式第●号」を記

載すること。 
・グループ協定書は、特に様式は定めていないが、構成団体間における役割や連帯責

任の割合等をあらかじめ定めたものを交わしておき、そのコピーを提出すること。こ

の場合、様式第４号①で記載された、グループを構成する全ての法人等が、この協定

書に記載されていること。 
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添付資料について 
 
（質問） 
・「岸和田市税、法人税、消費税及び地方消費税について滞納していないことの証明」

とありますが、具体的な提出書類は？岸和田市以外に登記されている場合、所轄税務署

の証明書を提出すればいいのでしょうか？ 
（回答） 

法人府（県）民税と法人市町村民税は、各自治体が証明書を発行します。 
住所地（納税地）を所管する税務署で、法人税、消費税及び地方消費税を納付し

たことがわかる納税証明書を交付請求。詳細は、国税庁の HP をご確認ください。 
法人府（県）民税は、府（県）税事務所で交付請求。詳細は各自治体の HP をご

確認ください。 
岸和田市で納税義務がない場合は、申立書（任意の様式で可）に、その旨の記載

をお願いします。 
 
（質問） 
・労働者災害補償保険に加入していることを証する書類とは、具体的にどんな書類を添

付するのでしょうか？ 
（回答） 
労働者災害補償保険に加入しているということがわかる書類（労働保険概算確

定保険料申告書の写しや、直近の保険料を納めた写しでも可能）。 
 


